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小田原市歴史的風致維持向上計画（第２期）策定業務に係る公募型プロポーザル方式   

実施要領 

 

１ 業務の概要 

（１）業務名 

  小田原市歴史的風致維持向上計画（第２期）策定業務 

（２）業務の目的 

小田原市では、本市固有の歴史的風致を守り育て、歴史的資源を積極的に活用した小田 

原らしいまちづくりを推進すること、次世代へ伝えていくことを目的に、平成 23 年に「小 

田原市歴史的風致維持向上計画」（以下「現計画」という。）を策定し、国からの認定を受

け、歴史まちづくりを推進してきた。 

現計画は、令和２年度に計画期間が終了することから、引続き、現計画に位置付けた歴

史的風致（活動及び建造物）を継承し、更なる歴史まちづくりを推進していくため、「小田

原市歴史的風致維持向上計画（第２期）」（以下「第２期計画」という。）を策定することを

本業務の目的とする。 

（３）業務の内容 『特記仕様書』による。 

① 業務実施計画書の作成（実施年度：令和元年度） 

② 資料・データの収集、分析及び調査（実施年度：令和元年度） 

③ 第２期計画素案の検討及び作成（実施年度：令和元年度、令和２年度） 

④ 業務報告書の作成（実施年度：令和元年度、令和２年度） など 

（４）業務期間 

    契約締結日から令和３年（2021年）３月 15日までとする。 

 

２ 事業費上限額  

見積限度額は、１０，０３４千円（令和元年 10 月改正後の消費税及び地方消費税を含む。）

を上限とする。 

 

３ 実施形式   公募型プロポーザル形式 

 

４ 参加資格 

（１） 小田原市契約規則（昭和３９年規則第２２号）第５条の規定に該当する者であること。 

（２） 参加申込書の提出期限から候補者の選定日まで、小田原市工事等入札参加資格者の指名

停止措置要領に基づく指名停止処分を受けていないこと。 

（３） プロポーザル方式による業務（以下「該当業務」という。）に係る営業種目において、

小田原市競争入札参加資格者名簿に登録されている者であること。ただし、小田原市競

争入札参加資格者名簿に未だ登録されていないが、参加申込書を提出した時点で、該当

業務に係る営業種目において現に申し込み中であり、候補者を選定する期日までに登録

が完了する場合は例外とする。 
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（４） 提出された書類の記載事項に虚偽がないこと。 

（５） プロポーザル審査委員会の委員が経営又は運営に関与していない者であること。 

（６） 参加表明者（企業）は、次の①～②の両方もしくはいずれかの条件を満たしていること

が望ましい。 

① 小田原市競争入札参加資格者名簿において、「都市計画及び地方計画」に係るコンサ

ルタントの登録がある機関、又は、市場調査もしくは文化財調査の「調査業務委託」

に係る一般委託の登録がある機関。 

② 他都市等の歴史的風致（活動・建造物）に関する悉皆調査及び歴史的風致維持向上計

画策定業務に係る実績がある機関。 

（７） 参加表明者（企業）及び協力会社は、下記の実績を有するものでなければならない。 

平成19年度以降平成30年度末までに完了した「国・特殊法人・地方公共団体等」から

受注した業務において以下に記載する同種又は類似業務の実績を１件以上有する者。 

・同種業務：歴史的風致（活動・建造物）に関する悉皆調査及び歴史的風致維持向上計

画策定業務 

・類似業務：本市と同規模の自治体を対象として、歴史的風致（活動・建造物）等のエ

リアブランディングに関する調査及び検討又は計画策定業務 

（８） 業務責任者及び担当責任者（協力会社も含む。）は、次の①の条件を満たすものでなけ

ればならない。また、②～③の両方もしくはいずれかの条件を満たしていることが望ま

しい。 

① 令和元年７月23日現在の手持ち業務量（本業務を含まず、選定後未契約のもの及び落

札決定通知（予定を含む）を受けているが未契約のものを含む）が４億円未満かつ１

０件未満である者。手持ち業務とは、管理技術者、主任技術者又は担当技術者となっ

ている「国・特殊法人・地方公共団体等」から受注した契約金額５００万円以上の業

務をいう。 

② 「都市計画及び地方計画」又は「市場調査、文化財調査、建物調査等」の知見を有す

る者。 

③ 他都市等の歴史的風致（活動・建造物）に関する悉皆調査及び国から認定を受けた「地

域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(平成二十年法律第四十号)」に基

づく歴史的風致維持向上計画策定業務に係る実績を有する者。 

 

５ 参加申込書の受付 

（１） 募集方法  

① 配布された様式（様式１～様式５）を基に作成を行うものとし、文字サイズは１０ポ

イント以上、印刷は白黒、提出部数は１０部とすること。 

② 参加表明者（企業）及び協力会社は、その業務を担当したこと及び業務内容が同種・

類似にあたることを証する契約書、業務体制図、特記仕様書の該当部分の写しを提出

すること。 

③ 参加表明者（企業）及び協力会社は、小田原市競争入札参加資格者名簿において、「都

市計画及び地方計画」に係るコンサルタントの登録、又は、市場調査もしくは文化財
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調査の「調査業務委託」に係る一般委託の登録があり、また、配置予定者（協力会社

含む）は、「都市計画及び地方計画」又は「市場調査、文化財調査、建物調査等」の

知見を有することを証明する書類の写しや資格証等を添付すること。 

（２） 参加表明書の期限及び提出方法 

① 期  限 令和元年（2019年）７ 月 23日（火）午後５時まで  

※ 土曜日、日曜日及び祝日等を除く。 

② 提 出 先 ９頁「15 問い合わせ先」記載の担当窓口とする。 

③ 提出方法 持参又は郵送（書留郵便に限る。）にて提出すること。なお、郵送の場合は、 

     提出期限までに到着したものに限り受け付ける。 

 

６ 候補者選定方法（選定・非選定通知） 

（１）参加表明書を提出した者のうち、評価の合計点が高いものから企画提案書の提出者として

選定する。選定者数は、３～５者程度とするが、僅差の場合はこの限りでない。 

（２）企画提案書の提出者として選定した者にはその旨を、選定されなかった者には、選定され

なかった旨とその理由を通知する。 

（３）非選定通知を受けた者は、通知をした日の翌日から起算して５日（土曜日、日曜日及び祝

日等を含まない。）以内に、書面（様式は自由）を持参又は郵送（書留郵便に限る。）するこ

とにより、説明を求めることができる。回答は書面により行う。 

 

７ 質疑・回答 

（１） 質問書の様式 

 質問の文書は、Ａ４判とし、様式は自由とする。ただし、電子メールにより回答する

ため、回答先のメールアドレスの記載をすること。 

（２） 提出方法 

質問は、文書にて持参又は郵送、ＦＡＸ、電子メールで提出すること。ただし、ＦＡ

Ｘ、電子メールの場合は、必ず着信を確認すること。 

なお、郵送の場合は、提出期限までに到着したものに限り受け付ける。 

（３） 期  限 

①  参加表明書に係る質問書の提出期限 

令和元年（2019年）７月１日（月）から７月９日（火）午後５時まで 

②  質問書に対する回答 

令和元年（2019年）７月 16日（火） 

（４） 提 出 先 

９頁「15 問い合わせ先」記載の担当窓口とする。 

（５） 回答方法 

 質問者全員に電子メールにより行う。 
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８ 参加申込資格審査 

  参加表明書の評価項目、判断基準、並びに評価のウエイトは以下のとおりとする。 

評価 

項目 

評価の着目点 
評価の 

ウエイト 

 判断基準  

参
加
表
明
者
（
企
業
）
及
び
協
力
会
社
の
経
験 

資
格
要
件
（
協
力
会
社
を
含
ま
な
い
） 

技
術
部
門 

（様式２） 

① 小田原市競争入札参加資格者名簿において、「都市計

画及び地方計画」に係るコンサルタントの登録がある

機関、又は、市場調査もしくは文化財調査の「調査業

務委託」に係る一般委託の登録がある機関 

② 他都市等の歴史的風致（活動・建造物）に関する悉皆

調査及び国から認定を受けた「地域における歴史的風

致の維持及び向上に関する法律(平成二十年法律第四

十号)」に基づく歴史的風致維持向上計画策定業務に

係る実績のある機関 

なお、上記以外は配点しない。 

① １５ 

② １５ 

業
務
経
験
（
協
力
会
社
を
含
む
） 

業
務
実
績 

（様式２）（様式３） 

平成 19 年度以降平成 30 年度末までに完了した同種・類

似業務実績を下記のとおり評価する。 

・同種業務の実績がある（１件１０ポイント） 

・類似業務の実績がある（１件５ポイント） 

なお、記載する業務は、参加表明者及び協力会社を合わ

せて６件までとする。また、上記以外は選定しない。 

６０  

業
務
責
任
者
及
び
担
当
責
任
者
の
経
験
及
び
能
力 

資
格
経
験 

能
力
資
格 

（様式４） 

① 「都市計画及び地方計画」又は「市場調査、文化財

調査、建物調査等」の知見を有する者。 

② 他都市等の歴史的風致（活動・建造物）に関する悉

皆調査及び歴史的風致維持向上計画策定業務に係る

実績を有する者。 

なお、当該資格を保有していることを証明する書類を添

付すること。また、上記以外は配点しない。 

① ３０ 

② ３０ 

専
任
性 

手
持
ち
業
務
量 

（様式４） 

手持ち業務量（本業務を含まず、選定後未契約のもの及

び落札決定通知（予定を含む）を受けているが未契約の

ものを含む）が４億円以上又は件数が１０件以上である

者は選定しない。 

数値化し

ない 

業
務
実
施 

体
制 

業
務
実
施
体
制 

の
妥
当
性 

（様式５） 

業務の分担について記載する。 

なお、業務の分担構成が、不明確又は不自然な場合は選

定しない。 

数値化し

ない 

合計 １５０  



 

 

5 

 

９ 企画提案書作成方法 

（１）基本事項 

① 企画提案書の無効 

プロポーザルは、調査、検討及び設計業務における具体的な取り組み方法について提

案を求めるものであり、成果の一部の提出を求めるものではない。本要領において記

載された事項以外の内容を含む企画提案書については、提案を無効とする場合がある

ので注意すること。 

② 業務の実施方針等 

業務の実施方針、実施フロー、工程計画その他の記載にあたっては、Ａ４判１枚以内

で簡潔に記載すること。 

③ 評価テーマ 

６頁「11 審査方法」（１）記載のテーマに対する業務概要を具体的にＡ４判１枚に記

載すること。その記載にあたっては、概念図、出典が明示できる図表、既往成果、現

地写真等を用いることに支障ないが、本件のために作成したＣＧ、詳細図面等を用い

ることは認めない。 

④ 参考見積 

     業務規模を確認するため、参考見積を添付すること。様式は任意とする。 

（２）作成方法 

配布された様式（様式６～様式８）を基に作成を行うものとし、文字サイズは１０ポイ

ントとする。電子メールで提出する場合は、「Adobe Reader X」によりファイルの閲覧が可

能な形式とし、ファイルの容量は極力１メガバイト以内とすること。また、印刷時に規定

の枚数となるように設定しておくこと。なお、提出された企画提案書の印刷は白黒とする。 

（３）企画提案書その他の提出物の提出期限、提出場所及び方法  

① 期  限 令和元年（2019年）８月 20日（火） 午後５時まで 

② 場  所 ９頁「15 問い合わせ先」記載の担当窓口とする。 

③ 方  法 持参又は郵送（書留郵便に限る。）の場合は１０部、ＦＡＸ又は電子メール

の場合は１部を提出すること。（ＦＡＸ又は電子メールの場合には着信を確認

すること。）なお、郵送の場合は、提出期限までに到着したものに限り受け付

ける。 

 

10 審査会（ヒアリング・プレゼンテーション） 

（１）開催日時 令和元年（2019年）８月 28日（水）  

       ※なお、開始時間は、後日連絡する。 

（２）場  所 小田原市役所 

（３）出 席 者 業務責任者及び担当責任者（協力会社も含む。） 

（４）そ の 他  

① 審査会は、評価テーマと評価項目についての質疑応答を行う。 

② ヒアリング時の追加資料の提出及び提示は認めない。 
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11 審査方法 

（１）企画提案書の評価テーマ 

 本業務において、企画提案を求めるテーマは以下に示す事項とする。  

① 本市の歴史的風致を生かすための着眼点や基本的な考え方について 

② 歴史的風致（活動・建造物）に関する悉皆調査の進め方について 

③ 他都市の歴史的風致維持向上計画策定業務に係る実績を踏まえた取組や手法等の提案 

 

（２）企画提案書を選定するための基準 

企画提案書の評価項目、判断基準、並びに評価のウエイトは以下のとおりとする。なお、評

価項目「実施方針・実施フロー・工程・計画その他」及び「評価テーマに関する企画提案」は、

ヒアリングとプレゼンテーションを通じて評価する。 

 

評価 

項目 

評価の着目点 
評価の 

ウエイト 

  判断基準  

参
加
表
明
者
（
企
業
）
及
び
協
力
会
社
の
経
験 

資
格
要
件
（
協
力
会
社
を
含
ま
な
い
） 

技
術
部
門 

（様式２） 

①小田原市競争入札参加資格者名簿において、「都市計画

及び地方計画」に係るコンサルタントの登録がある機関、

又は、市場調査もしくは文化財調査の「調査業務委託」

に係る一般委託の登録がある機関 

②他都市等の歴史的風致（活動・建造物）に関する悉皆調

査及び歴史的風致維持向上計画策定業務に係る実績のあ

る機関 

なお、上記以外は配点しない。 

① １５ 

② １０ 

 

業
務
経
験
（
協
力
会
社
を
含
む
） 

業
務
実
績 

（様式２）（様式３） 

平成 19 年度以降平成 30 年度末までに完了した同種・類似

業務実績を下記のとおり評価する。 

・同種業務の実績がある（１件１０ポイント） 

・類似業務の実績がある（１件５ポイント） 

なお、記載する業務は、参加表明者（企業）及び協力会社

を合わせて６件までとする。また、上記以外は配点しない。 

 

６０  
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業
務
責
任
者
及
び
担
当
責

任
者
の
経
験
及
び
能
力 

資
格
経
験 

能
力
資
格 

（様式４） 

①「都市計画及び地方計画」又は「市場調査、文化財調査、

建物調査等」の知見を有する者。 

②他都市等の歴史的風致（活動・建造物）に関する悉皆調

査及び歴史的風致維持向上計画策定業務に係る実績を有

する者。 

なお、上記以外は配点しない。 

① ３０ 

② ２０ 

実
施
方
針
・
実
施
フ
ロ
ー
・
工
程
計
画
・ 

そ
の
他 

（
様
式
７
‐
①
・
②
） 

業務理解度 業務の目的、条件、内容の理解度が高い場合に優位に評価

する。 
１０ 

実施手順 業務実施手順を示す実施フローの妥当性が高い場合に優位

に評価する。 
５ 

工程計画 業務量の把握状況を示す工程計画の妥当性が高い場合に優

位に評価する。 
５ 

その他 

様式７‐② 

本業務説明書に対する意見、仕様書等に示される業務内容

に対する有益な代替案又は重要事項の指摘がある場合に優

位に評価する。 

１０ 

なお、業務の目的が理解されておらず、実施フローや工程計画の妥当性が著

しく劣る場合は、評価しない。 
－ 

評
価
テ
ー
マ
に
対
す
る
企
画
提
案 

（
様
式
８
‐
①
・
②
・
③
） 

的確性 現在の社会経済情勢等との整合性が高い場合に優位に評価

する。 

２５ 

×３ 

必要なキーワード（着眼点、問題点、解決方法等）が網羅

されている場合に優位に評価する。 

業務の的確性に著しく欠ける場合は、選定しない。 

実現性 提案内容に説得力がある場合に優位に評価する。 

２５ 

×３ 

提案内容を裏付ける類似実績の明示がある場合に優位に評

価する。 

業務の実現性に著しく欠ける場合は、選定しない。 

参
考
見

積 

参考見積の妥

当性 

提案した業務規模と大きくかけ離れているか、又は提案内

容に対して見積が不適切な場合には選定しない。 
数値化し

ない 

合計 ３１５ 
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12 審査結果（選定・非選定通知） 

（１）企画提案書を提出した者の中から、評価の合計点が最上位であるものを１者選定する。企

画提案書を選定した者にはその旨を、選定されなかった者には、選定されなかった旨とそ

の理由を通知する。 

（２）非選定通知を受けた者は、通知をした日の翌日から起算して７日（休日を含まない。）以内

に、書面（様式は自由）を持参又な郵送（書留郵便に限る。）することにより非選定理由に

ついて説明を求めることができる。回答は書面により行う。 

 

13 日程 

（１）プロポーザル実施の公表    令和元年（2019年）７月 １日（月）～７月 23日（火） 

（２）質問書の提出期限       令和元年（2019年）７月 ９日（火）午後５時まで 

（３）質問書に対する回答予定    令和元年（2019年）７月 16日（火） 

（４）参加表明書の提出期限     令和元年（2019年）７月 23日（火）午後５時まで 

（５）参加資格の審査結果の通知予定 令和元年（2019年）７月 30日（火） 

（６）企画提案書の提出期限     令和元年（2019年）８月 20日（火）午後５時まで 

（７）審査会（ヒアリング等）    令和元年（2019年）８月 28日（水） 

（８）選定・非選定通知予定     令和元年（2019年）８月 29日（木） 

評価及び選定結果等の公表 

（９）契約の締結予定        令和元年（2019年）９月中旬 

 

14 提出書類の取扱 

（１） 手続きにおいて使用する言語及び通貨は日本語及び日本国通貨に限る。 

（２） 提出期限までに参加表明書を提出しない者及び企画提案書の提出者に選定された旨の

通知を受けなかった者は、企画提案書を提出できないものとする。 

（３） 参加表明書及び企画提案書の作成、提出及びヒアリングに関する費用は、提出者の負担

とする。 

（４） 参加表明書及び企画提案書に虚偽の記載をした場合には、参加表明書及び企画提案書を

無効にする。 

（５） 提出された参加表明書は返却しない。なお、提出された参加表明書は、企画提案書の選

定以外に無断で使用しない。 

（６） 選定されなかった提案書は、電子媒体により提出した場合はデータを削除し、紙媒体で

提出されたものは、裁断処分する。なお、返却を希望する場合はその旨を提出の際に申

し出ること。 

（７） 選定された企画提案書は、小田原市情報公開条例（平成 14年 12月 25日条例第 32号）

において、行政機関が取得した文書について、開示請求者からの開示請求があった場合

は、当該企業等の権利や競争上の地位等を害するおそれがないものについては、開示対
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象となる場合がある。 

（８） 提出期限以降における参加表明書、企画提案書及び資料の差し替え及び再提出は認めな

い。また、参加表明書及び企画提案書に記載した予定技術者は、原則として変更できな

い。ただし、病休、退職等のやむを得ない理由により変更を行う場合には、同等以上の

者であると発注者の了解を得なければならない。 

（９） 選定された企画提案書の内容については、当該業務の特記仕様書に適切に反映するもの

とする。 

（10）企画提案書の選定後に、提案内容を適切に反映した特記仕様書の作成のため、業務の  

具体的な実施方法について、提案を求めることがある。 

（11）企画提案を選定された会社名は公表される場合がある。 

 

15 問い合わせ先         

小田原市 都市部 まちづくり交通課 まちづくり係 

〒２５０－８５５５ 

神奈川県小田原市荻窪３００番地 

TEL ０４６５－３３－１７５４ 

FAX  ０４６５－３３－１５７９ 

E-mail ma-machi@city.odawara.kanagawa.jp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ma-machi@city.odawara.kanagawa.jp
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（様式１） 

 

参加表明書 

 

業務の名称 小田原市歴史的風致維持向上計画（第２期）策定業務 

 

 

履行期限  令和３年（2021年）３月 15日 

 

 

 標記業務の企画提案書に基づく選定の参加について関心がありますので、資料を提出します。 

 なお、小田原市歴史的風致維持向上計画（第２期）策定業務委託に関する公募型プロポーザル

に参加するに当たり、実施要領の「４ 参加資格」に記載されている要件をすべて満たして

いることを誓約します。 

 

 

令和元年（2019年） 月  日 

 

小田原市長 様 

 

 

 

提出者）  住    所 

会 社 名 

代 表 者 役職名  氏名      ㊞ 

 

 担当者）  担当部署 

                       氏  名 

                       電話番号 

                       F A X 

                       E - m a i l 
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（様式２－①） 

参加表明者（企業）の経歴 

①会社名 ②代表者名 

③資格・実績 

参加表明者（企業）は、小田原市競争入札参加資格者名簿において、「都市計画及び地方

計画」に係るコンサルタントの登録、又は、市場調査もしくは文化財調査の「調査業務委託」

に係る一般委託の登録があり、他都市等の歴史的風致（活動・建造物）に関する悉皆調査及

び歴史的風致維持向上計画策定業務に係る実績を有することを証明する書類の写し等を添付

すること。 

登録状況 

１ 業種区分・営業種目・細目：         

２ 認定番号： 

３ 認定年月日： 

④平成 19 年度以降平成 30 年度末までに完了した「国・特殊法人・地方公共団体等」から受注し

た同種又は類似業務業務（６件まで） 

その業務を担当したこと及び業務内容が同種・類似にあたることを証する契約書、業務計画書、

特記仕様書、業務報告書、計画書の目次等の該当部分の写し等を添付すること。 

業務分類 業務名 発注機関 履行期間 

  

テクリス登録番号： 

  

  

テクリス登録番号： 

  

  

テクリス登録番号： 

  

  

テクリス登録番号： 

  

  

テクリス登録番号： 

  

  

テクリス登録番号： 

  

注１：業務分類には、「同種業務」、「類似業務」のいずれかを記載すること。 

注２：④に記載した同種又は類似業務実績の詳細については、様式３の参加表明者（企業）及び協力会社の同

種又は類似業務実績に記載すること。 

注３：④に記載した同種又は類似業務実績については、参加表明者（企業）及び協力会社を合わせて６件まで

とする。 

 

 

 

 



 

 

12 

 

（様式２－②） 

協力会社の経歴 

①会社名 ②代表者名 

③平成 19 年度以降平成 30 年度末までに完了した「国・特殊法人・地方公共団体等」から受注し

た同種又は類似業務実績（６件まで） 

その業務を担当したこと及び業務内容が同種・類似にあたることを証する契約書、業務計画書、

特記仕様書、業務報告書、計画書の目次等の該当部分の写し等を添付すること。 

業務分類 業務名 発注機関 履行期間 

  

テクリス登録番号： 

  

  

テクリス登録番号： 

  

  

テクリス登録番号： 

  

  

テクリス登録番号： 

  

  

テクリス登録番号： 

  

  

テクリス登録番号： 

  

注１：業務分類には、「同種業務」、「類似業務」のいずれかを記載すること。 

注２：③に記載した同種又は類似業務実績の詳細については、様式３の参加表明者（企業）及び協力会社の同

種又は類似業務実績に記載すること。 

注３：③に記載した同種又は類似業務実績については、参加表明者（企業）及び協力会社を合わせて６件まで

とする。 
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（様式３） 

参加表明者（企業）及び協力会社の同種又は類似業務実績 

会社名  

業務分類  

業務名  

テクリス登録番号  

契約金額  

履行期間  

発注機関名 

住所 

TEL 

 

業務の概要  

 

 

 

 

 

業務の特徴  

注１：業務分類には、「同種業務」、「類似業務」のいずれかを記載すること。 

注２：その業務を担当したこと及び業務内容が同種・類似にあたることを証する契約書、業務計画書、特記仕様

書、業務報告書、計画書の目次等の該当部分の写し等を添付すること。 
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（様式４） 

業務責任者及び担当者責任者の経歴 

① 氏名 ② 生年月日 

③ 所属・役職 

④ 業務責任者、担当者の別  

⑤ 資格・実績 

「都市計画及び地方計画」又は「市場調査、文化財調査、建物調査等」の知見を有する者

であり、他都市等の歴史的風致（活動・建造物）に関する悉皆調査及び歴史的風致維持向上

計画策定業務に係る実績のあることを証明する書類及び資格者証の写し等を添付すること。 

資格（名称：             登録番号：     登録年月日：      ） 

⑥ 手持ち業務の状況（2019 年 ７ 月 23 日現在） 

管理技術者、主任技術者、又は担当技術者となっている「国・特殊法人・地方公共団体等」か

ら受注した契約金額５００万円以上の業務を全て記載する。（選定後未契約及び落札決定通知後未

契約の業務を含む） 

業務名 職務上の立場 発注機関 履行期間 契約金額 

     

 

 

 

 

 

契約金額合計 万円 

注１：記載する人数は、様式１枚につき１名とする。  
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（様式５） 

業務実施体制 

 氏名 所属・役職 担当する分担業務の内容 

業務責任者    

担当責任者 

１） 

 

２） 

 

３） 

  

注１：氏名にはふりがなを付すこと。 

注２：所属・役職については、協力会社に所属する場合は、企業名等も記載すること。 
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（様式６） 

                   

 

企画提案書 

 

業務の名称 小田原市歴史的風致維持向上計画（第２期）策定業務 

 

履行期限  令和３年（2021年）３月 15日 

 

 

標記業務について、企画提案書を提出します。 

 

 

 

 

令和元年（2019年） 月  日 

 

 

小田原市長 様 

                 

                  提出者） 住  所             

会 社 名              

代 表 者  役職名  氏名     ㊞ 

 

作成者） 担当部署          

氏  名       

電話番号 

                       Ｆ Ａ Ｘ 

                       E‐mail    
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（様式７‐①） 

 

・業務の実施方針           ・実施フロー 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・工程計画 

検討項目 
業務工程 

備考 
月 月 月 月 月 

       

       

       

       

       

       

注１：業務の実施方針、業務実施フローチャート、工程計画について簡潔に記載する。 

注２：工程計画は、予定履行期間内で記載すること。 

注３：文字サイズは、１０ポイント以上とすること。 
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（様式７‐②） 

・その他 

※本業務説明書に対する意見、仕様書等に示される業務内容に対する代替案等があれば記載すること。 
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（様式８‐①） 

評価テーマに対する企画提案 

テーマ①：本市の歴史的風致を生かすための着眼点や基本的な考え方について 

 

注１：曖昧な表現は避け、実施することを明確に記載すること。曖昧な表現の場合は評価しない。 

注２：文字サイズは、１０ポイント以上とすること 
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（様式８‐②）  

評価テーマに対する企画提案 

テーマ②：歴史的風致（活動・建造物）に関する調査の進め方について 

 

注１：曖昧な表現は避け、実施することを明確に記載すること。曖昧な表現の場合は評価しない。 

注２：文字サイズは、１０ポイント以上とすること。 
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（様式８‐③） 

評価テーマに対する企画提案 

テーマ③：他都市の歴史的風致維持向上計画策定業務に係る実績を踏まえた取組や手法等の提案 

 

注１：曖昧な表現は避け、実施することを明確に記載すること。曖昧な表現の場合は評価しない。 

注２：文字サイズは、１０ポイント以上とすること。 

 

 


